
証券コード 7679
2025年５月２日

（電子提供措置開始日2025年５月２日）
株 主 各 位

岩手県紫波郡矢巾町医大通二丁目７番７号

株式会社薬王堂ホールディングス
代表取締役社長 西 郷 辰 弘

第６回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第６回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト
に電子提供措置事項を掲載しております。
【当社ウェブサイト】
https://www.yakuodo-hd.co.jp/ir/shareholder/

また、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しております
ので、以下よりご確認ください。
【東証ウェブサイト】（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「薬王堂ホールディ
ングス」又は「コード」に当社証券コード「7679」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書
類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よ
りご確認ください。）

なお、当日ご出席いただけない場合は、書面又はインターネット等により議決権を行使すること
ができますので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討の上、2025年５月26日
（月曜日）午後６時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。
ご来場の株主様へのお土産はございません。ご了承お願い申し上げます。

敬 具
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記

1. 日 時 2025年５月27日（火曜日）午前10時
2. 場 所 岩手県盛岡市盛岡駅前北通２−27

ホテルメトロポリタン盛岡ニューウィング
４階 メトロポリタンホール

3. 会議の目的事項
報告事項 １．第６期（2024年３月１日から2025年２月28日まで）事業報告及び連

結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果
報告の件

２．第６期（2024年３月１日から2025年２月28日まで）計算書類報告の
件

決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

以 上
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し

上げます。
◎ 書面交付請求された株主様へご送付している書類のうち次の事項につきましては、法令及び当社定款第13条

の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトに掲載しておりますので、当
該書面には記載しておりません。
・事業報告の「会社の新株予約権等に関する事項」及び「業務の適正を確保するための体制」
・連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」
・計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」

したがいまして、当該書面は、会計監査人及び監査等委員会が会計監査報告及び監査報告を作成するに際し
て監査をした対象書類の一部であります。

◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきま
す。
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議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
なお、株主ではない代理人及び同伴の方等、議決権を行使できる株主以外
の方はご入場いただくことができませんので、ご注意ください。

株主総会にご出席される場合

書面郵送又はインターネットで議決権を行使される場合

議決権行使についてのご案内

次頁の「インターネットによる議決権行使について」をご参照の上、賛否
をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、ご返送ください。
議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思
表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

行使期限

行使期限

株主総会開催日時 2025年５月27日（火曜日）午前10時

2025年５月26日（月曜日）午後６時到着分まで

2025年５月26日（月曜日）午後６時まで

インターネット

書面郵送

株主総会ご出席
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インターネットによる議決権行使は､ パソコン又はスマートフォンから当社の指定する議決権行使サイト�
（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です｡

●�インターネットによる議決権行使は、株主総会前日（2025年５月26日（月曜日））
の午後６時まで受付いたします。

●�郵送とインターネットにより、二重に議決権行使をされた場合は、インターネットに
よる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。

●�インターネットにより、複数回数にわたり議決権行使をされた場合は、最終に行われ
た議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。

ご注意事項 システム等に関するお問い合わせ（ヘルプデスク）
三菱UFJ信託銀行㈱ 証券代行部 

0120-173-027（通話料無料） 
受付時間：午前９時から午後９時まで

スマートフォンでの議決権行使は、「ログインID」「仮パスワー
ド」の入力が不要です。同封の議決権行使書副票（右側）�
に記載された「ログイン用QRコード」を読み取りいただくこ
とで、ログインいただけます。

スマートフォンの場合
QRコードを読み取る方法

議決権行使書副票（右側）

「ログイン用QR
コード」はこちら

見本
見本

ログインID・仮パスワードを入力する方法

以降画面の案内に沿って
賛否をご入力ください。

議決権行使サイトのご利用方法

●❷ �お手元の議決権行使書用紙の�
右下に記載された「ログインID」�
及び「仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

❶議決権行使サイトにアクセスする

「次の画面へ」をクリック

インターネットによる議決権行使について

※議決権行使書はイメージです。
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

機関投資家の皆様へ
機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使
を行っていただくことも可能です。
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件

当社は、将来の事業展開の促進及び経営基盤の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、
累進配当を実施することを基本方針としております。
当期の期末配当金につきましては、上記の方針と当期の連結業績を総合的に勘案し、2025

年４月７日に「剰余金の配当（増配）に関するお知らせ」で開示したとおり、１株につき28
円といたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
（１）株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金28円
総額 548,659,720円

（２）剰余金の配当が効力を生じる日
2025年５月28日
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（６名）は、本総会の終結の時をもって任

期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名の選任をお願いいた
したいと存じます。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号

氏 名
（生年月日）

略 歴、 地 位、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当社株式の数

１

西
さい

郷
ごう

辰
たつ

弘
ひろ

（1952年４月13日）

1976年４月 日立クレジット株式会社（現三菱HCキャピタル株式会社）入社

198,000株

1977年７月 株式会社小田島（現東北アルフレッサ株式会社）入社
1978年４月 都南プラザドラッグ創業
1981年２月 有限会社薬王堂設立 代表取締役
1991年６月 株式会社薬王堂（組織変更）代表取締役社長
2019年３月 同社代表取締役社長執行役員
2019年９月 当社代表取締役社長（現任)
2024年３月 株式会社薬王堂取締役

【取締役候補者とした理由】
同氏は、当社グループの創業者であり、代表取締役として長年にわたり経営を主導し、当社グルー

プを成長させてまいりました。経営に関する豊富な経験と見識は、当社グループ経営の推進と更なる
企業価値の向上に寄与するものと判断し、取締役候補者といたしました。

２

西
さい

郷
ごう

喜代子
き よ こ

（1953年９月３日）

1976年４月 株式会社御天気堂薬局入社

398,000株

1978年４月 都南プラザドラッグ創業
1981年２月 有限会社薬王堂設立 専務取締役
1991年６月 株式会社薬王堂（組織変更）専務取締役営業担当
2003年３月 同社専務取締役 営業本部長
2018年５月 同社代表取締役副社長 営業本部長
2019年３月 同社代表取締役副社長執行役員 営業本部長
2019年９月 当社代表取締役副社長（現任）
2022年３月 株式会社薬王堂代表取締役副社長執行役員
2024年３月 同社取締役

【取締役候補者とした理由】
同氏は、当社グループの創業から企業経営に携わり、また営業部門の責任者として、当社グループ

を成長させてまいりました。これらの豊富な経験と見識は、当社グループ経営の推進と更なる企業価
値の向上に寄与するものと判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者
番号

氏 名
（生年月日）

略 歴、 地 位、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当社株式の数

３

小笠
お がさ
原
わら

康
やす

浩
ひろ

（1964年11月29日）

1988年２月 アイワ岩手株式会社入社

8,400株

2005年３月 株式会社薬王堂入社
2010年７月 同社財務部長
2014年５月 同社取締役 財務部長
2016年５月 同社常務取締役 管理部門管掌
2019年３月 同社取締役常務執行役員 管理本部長
2019年９月 当社常務取締役 管理部長
2022年３月 当社常務取締役 経営戦略部長
2022年３月 株式会社薬王堂取締役常務執行役員
2024年４月 当社常務取締役 コンプライアンス統括部長（現任）
2024年５月 株式会社薬王堂監査役（現任）

【取締役候補者とした理由】
同氏は、当社グループの管理部門、経営企画部門、コンプライアンス統括部門の責任者や監査役を

歴任し、業務執行の豊富な経験と実績を有しております。これらの経験と見識は、当社グループの持
続的な成長とコーポレートガバナンスの向上に寄与するものと判断し、取締役候補者といたしまし
た。

４

西
さい

郷
ごう

孝
たか

一
ひと

（1978年11月23日）

2007年６月 花王株式会社入社

200,200株

2012年４月 株式会社薬王堂入社
2012年11月 同社営業企画部長
2013年３月 同社商品部長
2019年３月 同社執行役員 経営戦略本部長兼店舗開発部長
2019年９月 当社事業戦略部長
2020年３月 当社経営戦略部長
2020年５月 株式会社薬王堂取締役常務執行役員

経営戦略本部長兼店舗開発部長
2021年５月 当社常務取締役（現任）
2022年３月 株式会社薬王堂取締役常務執行役員 営業本部長
2024年３月 同社代表取締役社長執行役員（現任）

【取締役候補者とした理由】
同氏は、当社グループの営業部門、経営企画部門の責任者を歴任し、業務執行の豊富な経験と実績

を有しております。また、株式会社薬王堂の代表取締役社長執行役員として、経営を主導しており、
これらの経験と見識は、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に寄与するものと判断し、取
締役候補者といたしました。

― 7 ―

2025年04月16日 13時19分 $FOLDER; 7ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



候補者
番号

氏 名
（生年月日）

略 歴、 地 位、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当社株式の数

５

小
お
原
ばら

公
こう

一
いち

（1961年５月20日）

1985年４月 日興證券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入社

−
2011年３月 日興コーディアル証券株式会社執行役員 東日本法人本部長
2018年４月 日興ビジネスシステムズ株式会社代表取締役社長
2021年５月 当社社外取締役（現任）
2022年６月 アクティブネットワーク株式会社 特別顧問（現任）

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
同氏は、証券会社における営業部門、人事部門での豊富な経験と実績とともに、企業経営者として

の幅広い見識を有しており、当社の経営に対して客観的、専門的な視点での有益な提言や助言を行っ
ていただいております。独立社外取締役として当社の経営を監督し、コーポレートガバナンスの向上
に寄与していただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。
同氏の社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。

６

斎
さい

藤
とう

毅
たか

文
あき

（1971年12月３日）

1995年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所

−

1999年７月 公認会計士登録
2001年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）出向
2012年７月 有限責任監査法人トーマツ パートナー就任
2021年９月 株式会社セットザディレクション設立 代表取締役（現任）
2021年11月 斎藤毅文公認会計士事務所開所 所長（現任）
2023年６月 株式会社キューブシステム 社外取締役（現任）
2024年５月 当社社外取締役（現任）

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
同氏は、公認会計士として様々な企業会計やコーポレートガバナンスに関する幅広い知見を有する

とともに、企業経営に関する豊富な経験・知見をもって、当社の取締役会において、筆頭独立社外取
締役として、独立・客観的立場から当社の経営を監督し、ガバナンス体制の強化への積極的な発言・
助言を行っていただいております。当社の業務執行の監督を行うに適任であると判断し、社外取締役
候補者といたしました。
同氏の社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって１年となります。

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．小原公一氏及び斎藤毅文氏は、社外取締役候補者であります。当社は小原公一氏及び斎藤毅文氏を

東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．当社は、小原公一氏及び斎藤毅文氏との間で、会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を

締結しております。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、200万円又は会社法第425条第
１項に定める最低責任限度額のいずれか高い金額としております。
小原公一氏及び斎藤毅文氏の選任が承認された場合、当該契約と同等の内容の契約を継続する予定
であります。

４．当社は、取締役全員を被保険者として、被保険者である取締役が損害賠償請求がなされたことによ
り被る法律上の損害賠償金及び争訟費用による損害等が填補されることとなる役員等賠償責任保険
契約を締結しております。各候補者が取締役（監査等委員である取締役を除く。）に就任した場合
は、当該保険契約の被保険者となります。また、当社は、本議案に係る取締役候補者の任期途中に
当該保険契約を更新する予定であります。

５．各候補者の所有する当社株式の数は、2025年２月28日現在の状況を記載しております。
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第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役（３名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、

監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましてはあらかじめ監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号

氏 名
（生年月日）

略 歴、 地 位、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当社株式の数

１

坂
さか

本
もと

篤
あつし

（1962年10月18日）

1985年４月 株式会社東北メルコムビジネス平金入社

23,100株

1997年９月 株式会社薬王堂入社
2003年３月 同社業務システム部長
2014年３月 同社経営企画室長
2016年３月 同社内部監査室長
2016年５月 同社補欠監査役
2017年５月 同社監査役
2019年９月 当社常勤監査役
2023年５月 当社取締役監査等委員（現任）

【監査等委員である取締役候補者とした理由】
同氏は、当社グループの経営企画室長、内部監査室長を歴任、また常勤監査役を務め、監査体制及

びガバナンス体制の強化を担ってまいりました。これらの経験と知識を活かし、経営の監査、監督機
能の充実に寄与いただけるものと判断し、監査等委員である取締役候補者といたしました。

２

鎌
かま

田
た
英
ひで

樹
き

（1953年12月11日）

1978年４月 株式会社アイビーシー岩手放送入社

−

2011年６月 株式会社アイビーシー岩手放送 代表取締役社長
2014年６月 株式会社岩手日報社 社外監査役（現任）
2015年５月 株式会社薬王堂社外監査役
2019年９月 当社社外監査役
2022年６月 株式会社アイビーシー岩手放送

代表取締役会長（現任）
2023年５月 当社取締役監査等委員（現任）

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
同氏は、放送局の代表取締役であり、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、
また、当社グループの社外監査役として、客観的かつ中立的な立場で経営全般の監督と有効な助言を
行っていただいております。経営の監査、監督機能の充実に寄与していただけるものと判断し、監査
等委員である社外取締役候補者といたしました。
同氏の監査等委員である社外取締役の就任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。
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候補者
番号

氏 名
（生年月日）

略 歴、 地 位、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当社株式の数

３

片
かた

野
の
圭
けい

二
じ

（1961年８月17日）

1984年４月 アルプス電気株式会社入社

−

2003年５月 株式会社アイカムス・ラボ設立 代表取締役
2014年８月 東北ライフサイエンス・インストルメンツ・クラ

スター（TOLIC）設立 代表幹事（現任）
2016年３月 株式会社TOLIMS設立 代表取締役
2021年５月 当社社外取締役
2022年１月 株式会社TOLIMS 代表取締役会長（現任）
2023年５月 当社取締役監査等委員（現任）
2023年12月 株式会社アイカムス・ラボ 代表取締役会長（現任）
2024年５月 株式会社T-Mentors 代表取締役（現任）

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
同氏は、ヘルステック企業の経営者として豊富な経験と実績を有するとともに、産学官連携による

TOLICの代表を務めるなど地域産業の活性化に取り組まれております。また、当社社外取締役として
有益で率直な意見や提言により、意思決定の健全性と透明性に寄与していただいており、経営の監
査、監督機能の強化を担っていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者といたし
ました。
同氏の社外取締役の就任期間は、本総会終結の時をもって４年、監査等委員である社外取締役の就

任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。
（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．鎌田英樹氏及び片野圭二氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は鎌田英樹氏及び片野圭
二氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

３．当社は、坂本篤氏、鎌田英樹氏及び片野圭二氏との間で、会社法第427条第１項の規定による責任
限定契約を締結しております。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、200万円又は会社法
第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い金額としております。
坂本篤氏、鎌田英樹氏及び片野圭二氏の選任が承認された場合、当該契約と同等の内容の契約を継
続する予定であります。

４．当社は、取締役全員を被保険者として、被保険者である取締役が損害賠償請求がなされたことによ
り被る法律上の損害賠償金及び争訟費用による損害等が填補されることとなる役員等賠償責任保険
契約を締結しております。各候補者が監査等委員である取締役に就任した場合は、当該保険契約の
被保険者となります。また、当社は、本議案に係る取締役候補者の任期途中に当該保険契約を更新
する予定であります。

５．各候補者の所有する当社株式の数は、2025年２月28日現在の状況を記載しております。
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【参考】選任後の取締役会構成及びスキルマトリクス
第２号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」、第３号議案「監査

等委員である取締役３名選任の件」を原案どおり承認可決いただいた場合、取締役会の構成は
以下のとおりです。

氏名
スキル・経験

企業経営 営業/
マーケティング 財務会計 法 務 Ｈ Ｒ Ｉ Ｔ Ｅ Ｓ Ｇ

取
締
役

西 郷 辰 弘 ● ●

西郷 喜代子 ● ●

小笠原 康浩 ● ●

西 郷 孝 一 ● ● ●

小 原 公 一 ● ● ●

斎 藤 毅 文 ● ● ●

監
査
等
委
員

坂 本 篤 ● ●

鎌 田 英 樹 ● ● ●

片 野 圭 二 ● ● ●

滝浦 のぞみ ● ● ●
（注）上記のスキルマトリクスは、各人の有する全ての知見や経験を表すものではありません。

以上
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事 業 報 告
( 2024年３月 １日から)2025年２月28日まで

１．企業集団の現況に関する事項
（１）事業の経過及びその成果

当連結会計年度における我が国の経済は、賃上げによる雇用・所得環境の改善や、各種経
済政策の効果により、景気は緩やかな回復が続いているものの、海外景気の下振れリスク
や、継続的な物価上昇、金利上昇などによる企業の経済活動や個人消費への影響が懸念され
るなど、先行きは不透明な状況が続いております。
当社グループが属するドラッグストア業界においては、食品を中心とした品揃えや価格の

強化により需要増加がみられるものの、物価上昇に伴う消費者の節約志向は継続しており、
経営環境としては厳しい状況で推移いたしました。
このような状況の中、当社グループは、販売価格や品揃えの強化により来店客数及び買上

点数の増加を図りつつ、店舗作業の軽減や物流効率化によるローコストオペレーションに取
り組み、小商圏ドミナント出店を推進することにより、ドラッグストアを岩手県１店舗、青
森県４店舗、秋田県３店舗、宮城県３店舗、山形県２店舗、福島県４店舗の合計17店舗を
新規出店いたしました。また、移転のため調剤専門薬局１店舗を退店し、当連結会計年度末
の店舗数は403店舗（うち調剤併設型３店舗、調剤専門薬局１店舗）となりました。さら
に、青森県と岩手県、宮城県を中心に54店舗の改装を実施し、エリアドミナントと既存店
の強化をいたしました。
以上の結果、当連結会計年度における売上高は1,519億5千7百万円（前年同期比6.8％

増）、営業利益は54億8千1百万円（前年同期比5.2％増）、経常利益は57億7千8百万円（前
年同期比2.7％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は42億7千5百万円（前年同期比11.8
％増）となりました。
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主要なドラッグストア事業における部門別の業績は次のとおりです。

① ヘルス
医薬品はドリンク剤や感冒薬等が伸張し、衛生用品では介護用紙おむつや生理用品等が

伸張いたしました。その結果、売上高は前年同期比1.3％増の262億4百万円となりまし
た。

② ビューティ
化粧品は基礎化粧品や男性化粧品等が伸張し、トイレタリーではヘアケアやオーラルケ

ア等が伸張いたしました。その結果、売上高は前年同期比6.8％増の205億4千万円とな
りました。

③ ホーム
日用品は洗剤や家庭紙等が伸張し、バラエティ部門はペット関連商品等が伸張いたしま

した。その結果、売上高は前年同期比8.5％増の327億9千8百万円となりました。
④ フード

食品は日配品や冷凍食品等が伸張し、酒類ではビール類や酎ハイ等が伸張いたしまし
た。その結果、売上高は前年同期比8.3％増の721億8千4百万円となりました。

部 門 売 上 高 構 成 比
百万円 ％

ヘ ル ス 26,204 17.3
ビ ュ ー テ ィ 20,540 13.5
ホ ー ム 32,798 21.6
フ ー ド 72,184 47.6
合 計 151,728 100.0

(注) 部門別の主な取扱商品は次のとおりであります。
部 門 主 要 品 目

ヘ ル ス 医薬品・衛生用品・医療用品・健康食品・介護用品・
ベビー用品・調剤

ビ ュ ー テ ィ 化粧品・ヘアケア・オーラルケア・ボディケア

ホ ー ム 洗剤・家庭紙・台所用品・実用衣料・履き物・服飾雑貨・文具・玩
具・ペット用品・電気小物・書籍・たばこ

フ ー ド 菓子・飲料・食品・米・酒
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（２）設備投資の状況
当連結会計年度における設備投資額は、有形固定資産57億3千万円、無形固定資産3億7

千9百万円、敷金及び保証金2億7千6百万円等の合計64億2千8百万円となりました。その
主なものは、17店舗の新店設備投資であります。

（３）資金調達の状況
当連結会計年度においては、新規出店のための有形固定資産の取得、敷金及び保証金の差
入による支出の資金について、取引金融機関より60億円の長期借入れを実施いたしました。

（４）対処すべき課題
ドラッグストア業界は、人口減少・高齢化による地域市場の変化、人手不足に伴う人件費

上昇、物流コストの増加に加え、大手を中心としたM&Aによる競争激化や業界再編の動き
が加速しています。当社グループはこれらの環境変化を成長の好機と捉え、積極的な新規出
店、店舗運営の効率化、物流改革、人材育成、DX推進の5つの戦略を軸に、持続可能な企業
価値の向上を目指してまいります。

① 出店戦略
東北エリアにおける安定的な出店と更なるドミナント強化を推進するとともに、新たな成

長の柱として関東エリアへの出店を積極的に展開してまいります。具体的には、今後5年間
で450店舗の新規出店を計画し、過去最高出店数を毎年度更新することで、持続的な成長を
目指します。地域ごとの市場シェアを分析し、最適な出店戦略を実行してまいります。

② 店舗戦略
店舗運営においては、レイアウト標準化、店舗負担の軽減、売場固定の3つを重点戦略と

して推進しております。レイアウトの標準化を進めることで、売上貢献度の高いカテゴリー
の展開を強化し売上増加を図ります。また、店舗作業の効率化および売場の固定化を通じ
て、生産性の向上と顧客の購買体験価値の最大化を図り、店舗全体の収益性向上を目指しま
す。

③ 物流戦略
サプライチェーンの最適化を図るため、お取引先様との協働による物流改革を推進してお

ります。具体的には、食品と非食品センターの統合による効率化と、新低温物流センターの
再構築による品質向上とコスト削減を目指します。新低温物流センターは2026年4月の稼
働を予定しており、より効率的で持続可能な物流体制を構築してまいります。
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④ 採用とMANAVI戦略
持続的な成長を支える人材育成を重要な経営戦略と位置づけ、「採用と学び」に特化した

組織づくりを推進しております。戦略的な採用活動を通じて多様な人材を確保するととも
に、MANAVI推進室の新設により、組織全体での教育・研修体制を強化し、動画や各ツー
ルの活用も積極的に行ってまいります。組織力の強化と活性化を図り、企業価値の向上に繋
げてまいります。

⑤ DX戦略
デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進を通じて、事業全体の効率化および顧

客体験の向上を目指しております。これまでに取り組んできたデータ整備やデータサイエン
スの導入に加え、今後はデータサイエンスの実践的な活用を本格化させ、AIの開発および業
務への実装を進めてまいります。学びと挑戦を通じて社内文化とマインドを進化させ、DX
を活用した経営を推進してまいります。

（５）財産及び損益の状況の推移

区 分 第３期
(2022年２月期)

第４期
(2023年２月期)

第５期
(2024年２月期)

第６期
(当連結会計年度)
(2025年２月期)

売 上 高 (百万円) 120,310 128,791 142,241 151,957
経 常 利 益 (百万円) 4,394 5,017 5,625 5,778
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 (百万円) 2,964 3,240 3,825 4,275

１株当たり当期純利益 (円) 150.16 164.96 195.22 218.18
総 資 産 額 (百万円) 62,297 67,709 70,784 79,976
純 資 産 額 (百万円) 27,534 29,939 33,314 37,065
１株当たり純資産額 (円) 1,394.87 1,527.93 1,700.13 1,891.57

（注）１．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第４期の期首から適
用しており、第４期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となって
おります。

２．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数（自己株式控除後）に基づき算出しておりま
す。
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（６）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はありません。
② 子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主要な事業内容
株式会社薬王堂 300百万円 100.0％ ドラッグストア事業
Medica株式会社 ３百万円 100.0％ マーケティング事業等

③ 当事業年度末日における特定完全子会社の状況
会 社 名 住 所 帳簿価額の合計額 当社の総資産額

株式会社薬王堂 岩手県紫波郡矢巾町
医大通二丁目７番７号 8,531百万円 21,129百万円

（７）主要な事業内容
当社は、持株会社として傘下グループ会社の経営管理及びこれに付帯する業務を行ってお

ります。
当社グループは、主として次の事業を行っております。
医薬品、衛生用品、医療用品、化粧品、食品、日用雑貨品等の販売及び調剤薬局の経営、

マーケティング事業

（８）主要な事業所
① 当 社

本社事務所 岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目９番１号
② 子 会 社

株式会社薬王堂
本社事務所 岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目９番１号
店 舗 岩手県113店舗、宮城県85店舗、青森県63店舗、

秋田県63店舗、山形県45店舗、福島県34店舗、
計403店舗

（９）従業員の状況
区 分 従 業 員 数 前連結会計年度末比較増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

合計又は平均 1,000名 22名(増) 33.20歳 10.50年
（注） 上記従業員の数は、パートタイマー及びアルバイトの期中平均2,754名（１日平均８時間換算）を含

んでおりません。
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（10）主要な借入先
借 入 先 借 入 金 残 高

百万円
株式会社岩手銀行 5,561
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 4,039
株式会社三井住友銀行 1,767
株式会社七十七銀行 1,689
株式会社みずほ銀行 560
株式会社青森みちのく銀行 552

２．会社の株式に関する事項
（１）発行可能株式総数 61,200,000株

（２）発行済株式の総数 19,594,990株（自己株式数145,229株を除く。）

（３）株主数 5,212名

（４）大株主
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 ％
株式会社ＴＫコーポレーション 7,584,000 38.70
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,479,100 7.55
ＮＯＲＴＨＥＲＮ ＴＲＵＳＴ ＣＯ．（ＡＶＦＣ）
ＲＥ ＦＩＤＥＬＩＴＹ ＦＵＮＤＳ 1,330,300 6.79

株式会社日本カストディ銀行（信託口、信託口４、
信託Ａ口、年金信託口、年金特金口） 1,240,900 6.33

薬王堂ホールディングス従業員持株会 669,956 3.42
ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ／２Ｓ／
ＪＡＳＤＥＣ／ＦＩＭ／ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ ＦＵＮＤＳ／ＵＣ
ＩＴＳ ＡＳＳＥＴＳ

460,000 2.35

ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ ＪＰＲＤ
ＡＣ ＩＳＧ （ＦＥ−ＡＣ） 408,834 2.09

西郷 喜代子 398,000 2.03
上遠野 俊一 238,900 1.22
伊藤 昭 222,300 1.13

（注）持株比率は、自己株式（145,229株）を控除して計算しております。
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３．会社役員に関する事項
（１）取締役の氏名等

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 西 郷 辰 弘

代表取締役副社長 西 郷 喜 代 子

常 務 取 締 役 小 笠 原 康 浩 コンプライアンス統括部長
株式会社薬王堂 監査役

常 務 取 締 役 西 郷 孝 一 株式会社薬王堂 代表取締役社長執行役員

取 締 役 小 原 公 一 アクティブネットワーク株式会社 特別顧問

取 締 役 斎 藤 毅 文
株式会社セットザディレクション 代表取締役
斎藤毅文公認会計士事務所 所長
株式会社キューブシステム 社外取締役

取 締 役
（監査等委員） 坂 本 篤

取 締 役
（監査等委員） 鎌 田 英 樹 株式会社アイビーシー岩手放送 代表取締役会長

株式会社岩手日報社 社外監査役

取 締 役
（監査等委員） 片 野 圭 二

東北ライフサイエンス・インストルメンツ・クラスター 代表幹事
株式会社TOLIMS 代表取締役会長
株式会社アイカムス・ラボ 代表取締役会長
株式会社T-Mentors 代表取締役

取 締 役
（監査等委員） 滝 浦 の ぞ み 開運橋総合法律事務所

（注） １．取締役小原公一氏、斎藤毅文氏、鎌田英樹氏、片野圭二氏及び滝浦のぞみ氏は、会社法第２条第
15号に定める社外取締役であります。

２．当社は、取締役小原公一氏、斎藤毅文氏、鎌田英樹氏、片野圭二氏及び滝浦のぞみ氏を当社が株
式を上場している東京証券取引所の規則等に定める独立役員として届け出ております。

３．監査等委員会による監査・監督の実効性を高めるために、質の高い社内情報の収集及び会計監査
人・内部統制所管部門等との密接な連携を可能とすべく、坂本篤氏を常勤の監査等委員に選定し
ております。

４．滝浦のぞみ氏の戸籍上の氏名は昆野のぞみであります。
５．当事業年度中の役員の異動は次のとおりであります。
(退任)
取締役 栗岡 大介 （2024年５月23日任期満了により退任）

(就任)
取締役 斎藤 毅文 （2024年５月23日就任）
取締役（監査等委員） 滝浦 のぞみ （2024年５月23日就任）
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（２）責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び監査等委員は、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第

423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく賠償責任の限度額は、200万円又は会社法第425条第１項に定める最低

責任限度額のいずれか高い金額としております。

（３）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項の規定に基づき、当社グループ全役員を被保険者とし

た役員等賠償責任保険契約を締結し、当社が保険料を全額負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者がその職務の執行に関して損害賠償請求がなされ

たことにより、被保険者が負担することになる損害賠償金及び争訟費用等を当該保険契約に
より保険会社が填補するものであり、１年毎に契約更新しております。ただし、被保険者に
よる犯罪行為等に起因する損害等については填補いたしません。

（４）取締役の報酬等
①役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定方針に関する事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定方針に関する事項について取締役
会にて決定しております。
(基本方針）

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する
報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とする
ことを基本方針としております。
なお、業績連動報酬及び非金銭報酬等については現時点では導入しておりません。今

後、当社の企業価値向上を図る上で、各々の取締役が果たすべき役割を最大限に発揮する
ため、客観性・透明性ある手続きを伴ったよりよい報酬制度となるよう検討してまいりま
す。

(基本報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針）
当社の取締役の報酬は、月例の固定報酬のみとし、役位、職責、在任期間に応じて他社

水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものと
しております。
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(取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項）
当事業年度における取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬額につ

いては、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会決議に基づき
代表取締役社長西郷辰弘にその決定を委任するものとしております。
委任する理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の評価を行うには代表取締

役社長が適していると判断したためであります。
なお、代表取締役社長は、指名報酬委員会の答申の内容を踏まえて個人別の報酬額を決

定するものとしております。
監査等委員である取締役の個人別の報酬については、あらかじめ株主総会で決議された

報酬限度額の範囲内で、指名報酬委員会からの提言に基づき、監査等委員である取締役の
協議により決定しております。
指名報酬委員会の活動内容としては、上記のとおり取締役について、当社の業績や各取

締役の業務執行状況、功績、貢献度等を総合的に評価し、事業年度に係る基本報酬等額に
ついての協議のほか、当社取締役の指名、当社グループ会社の役員の指名及び報酬につい
ても協議し、当社取締役会等に答申しております。

(当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会
が判断した理由）

取締役の個人別の報酬等については、取締役会より委任を受け代表取締役社長が決定方
針に従って決定しております。内容の決定にあたっては、事前に指名報酬委員会において
決定方針との整合性を含めた多面的な検討を行っており、取締役会はその答申内容を尊重
し、決定方針に沿うものであると判断しております。

(報酬に関する株主総会決議に関する事項）
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、2023年５月25日開催の

第４回定時株主総会決議において年額400百万円以内（うち社外取締役40百万円以内）
と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除
く。）の員数は６名（うち社外取締役２名）であります。
また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2023年５月25日開催の第４回定時株

主総会決議において年額100百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点
の監査等委員である取締役の員数は３名であります。
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②当社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

区 分 報 酬 等 の 額
（百 万 円）

報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 （百 万 円）
対象となる員数（人）

基 本 報 酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等
取締役（監査等委員を除く）
（うち社外取締役）

179
（12）

179
（12）

−
（−）

−
（−）

７
（３）

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

27
（13）

27
（13）

−
（−）

−
（−）

４
（３）

（５）社外取締役に関する事項
① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係
・取締役小原公一氏の兼職先であるアクティブネットワーク株式会社と当社との間に開示す
べき特別な関係はありません。

・取締役斎藤毅文氏の兼職先である株式会社セットザディレクション、斎藤毅文公認会計士
事務所及び株式会社キューブシステムと当社との間に開示すべき特別な関係はありませ
ん。

・取締役（監査等委員）鎌田英樹氏の兼職先である株式会社アイビーシー岩手放送及び株式
会社岩手日報社と当社との間に開示すべき特別な関係はありません。

・取締役（監査等委員）片野圭二氏の兼職先である東北ライフサイエンス・インストルメン
ツ・クラスター、株式会社TOLIMS、株式会社アイカムス・ラボ及び株式会社T-Mentors
と当社との間に開示すべき特別な関係はありません。

・取締役（監査等委員）滝浦のぞみ氏の兼職先である開運橋総合法律事務所と当社との間に
開示すべき特別な関係はありません。
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② 主な活動状況
区分 氏 名 主な活動状況及び

社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役 小 原 公 一

取締役会における審議、報告に際して、業務執行を行う経営陣から独立し
た客観的視点と経験豊富な経営者の観点から発言を行っております。
当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回に出席し、議案審議に
必要な発言を適宜行っております。
また、指名報酬委員会の委員長を務めております。当事業年度に開催され
た指名報酬委員会１回のうち１回出席しております。

取 締 役 斎 藤 毅 文
取締役会における審議、報告に際して、業務執行を行う経営陣から独立し
た客観的視点と経験豊富な経営者の観点から発言を行っております。
社外取締役就任後に開催された取締役会11回のうち11回に出席し、議案
審議に必要な発言を適宜行っております。

取締役 (監査等委員) 鎌 田 英 樹

取締役会及び監査等委員会における審議、報告に際して、業務執行を行う
経営陣から独立した客観的視点と経験豊富な経営者の観点から発言を行っ
ております。
当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回に出席し、また、監査
等委員会14回開催のうち13回に出席し、議案審議に必要な発言を適宜行
っております。
また、指名報酬委員会の委員を務めております。取締役（監査等委員）選
任後に開催された指名報酬委員会１回のうち１回出席しております。

取締役 (監査等委員) 片 野 圭 二

取締役会及び監査等委員会における審議、報告に際して、業務執行を行う
経営陣から独立した客観的視点と経験豊富な経営者の観点から発言を行っ
ております。
当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席し、また、監査
等委員会14回開催のうち14回に出席し、議案審議に必要な発言を適宜行
っております。
また、指名報酬委員会の委員を務めております。当事業年度に開催された
指名報酬委員会１回のうち１回出席しております。

取締役 (監査等委員) 滝浦 のぞみ

取締役会及び監査等委員会における審議、報告に際して、業務執行を行う
経営陣から独立した客観的視点と経験豊富な経営者の観点から発言を行っ
ております。
社外取締役就任後に開催された取締役会11回のうち11回に出席し、ま
た、監査等委員会11回開催のうち11回に出席し、議案審議に必要な発言
を適宜行っております。
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４．会計監査人の状況
（１）会計監査人の名称

有限責任監査法人 トーマツ

（２）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
① 公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 16百万円
② 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭
その他の財産上の利益の合計額 38百万円

(注)１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、公認会計士法第２条
第１項の業務に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、
監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報
酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意
を行っております。

（３）責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人有限責任監査法人トーマツは、会社法第427条第１項の定めに基づき責

任限定契約を締結しております。その契約内容の概要は次のとおりであります。
会社法第423条第１項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責

任を限定することができます。ただし、当該契約に基づく賠償責任限度額は、報酬その他の
職務執行の対価としての財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に２を
乗じた額とします。

（４）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した

場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づ
き、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する

と認められる場合は、監査等委員である取締役全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監
査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員である取締役は、解
任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告
いたします。

（注)１．本事業報告中の記載金額は表示単位未満を切り捨てております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2025年２月28日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 39,064 流 動 負 債 26,473
現 金 及 び 預 金 7,166 買 掛 金 17,229
売 掛 金 1,845 1年内返済予定の長期借入金 3,158
商 品 27,725 リ ー ス 債 務 469
そ の 他 2,327 未 払 法 人 税 等 883
貸 倒 引 当 金 △0 契 約 負 債 937

固 定 資 産 40,912 賞 与 引 当 金 635
有 形 固 定 資 産 34,241 店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 27
建 物 及 び 構 築 物 28,429 そ の 他 3,132
機 械 及 び 装 置 99 固 定 負 債 16,437
工 具、 器 具 及 び 備 品 351 長 期 借 入 金 11,013
土 地 619 リ ー ス 債 務 3,547
リ ー ス 資 産 3,576 資 産 除 去 債 務 1,855
建 設 仮 勘 定 1,163 そ の 他 21
無 形 固 定 資 産 615 負 債 合 計 42,911
投 資 そ の 他 の 資 産 6,055 純 資 産 の 部
投 資 有 価 証 券 105 株 主 資 本 37,066
繰 延 税 金 資 産 2,590 資 本 金 100
敷 金 及 び 保 証 金 3,064 資 本 剰 余 金 2,311
そ の 他 295 利 益 剰 余 金 34,955

自 己 株 式 △300
その他の包括利益累計額 △0
その他有価証券評価差額金 △0
純 資 産 合 計 37,065

資 産 合 計 79,976 負 債 純 資 産 合 計 79,976
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連 結 損 益 計 算 書
( 2024年３月 １日から)2025年２月28日まで

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 151,957
売 上 原 価 119,347

売 上 総 利 益 32,609
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 27,127

営 業 利 益 5,481
営 業 外 収 益
受 取 利 息 18
受 取 事 務 手 数 料 195
固 定 資 産 受 贈 益 37
受 取 手 数 料 17
古 紙 売 却 収 入 36
受 取 保 険 金 0
そ の 他 84 391

営 業 外 費 用
支 払 利 息 86
そ の 他 7 94
経 常 利 益 5,778

特 別 損 失
減 損 損 失 94
固 定 資 産 除 却 損 3 98
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 5,680
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,600
法 人 税 等 調 整 額 △195 1,404
当 期 純 利 益 4,275
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 −
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 4,275
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貸 借 対 照 表
（2025年２月28日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 2,979 流 動 負 債 74
現 金 及 び 預 金 1,036 未 払 金 40
売 掛 金 41 未 払 法 人 税 等 21
短 期 貸 付 金 1,900 預 り 金 12
そ の 他 1 負 債 合 計 74

固 定 資 産 18,149 純 資 産 の 部
投 資 そ の 他 の 資 産 18,149 株 主 資 本 21,054
関 係 会 社 株 式 8,554 資 本 金 100
長 期 貸 付 金 9,592 資 本 剰 余 金 20,498
繰 延 税 金 資 産 1 資 本 準 備 金 25

そ の 他 資 本 剰 余 金 20,473
利 益 剰 余 金 756
そ の 他 利 益 剰 余 金 756
繰 越 利 益 剰 余 金 756

自 己 株 式 △300
純 資 産 合 計 21,054

資 産 合 計 21,129 負 債 純 資 産 合 計 21,129
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損 益 計 算 書
( 2024年３月 １日から)2025年２月28日まで

（単位：百万円）
科 目 金 額

営 業 収 益 988
営 業 費 用 394

営 業 利 益 593
営 業 外 収 益
受 取 利 息 20
そ の 他 0 21

営 業 外 費 用
雑 損 失 0 0
経 常 利 益 614
税 引 前 当 期 純 利 益 614
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 24
法 人 税 等 調 整 額 7 32
当 期 純 利 益 582
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2025年4月11日
株 式 会 社 薬王堂ホールディングス
取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ
仙 台 事 務 所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 後 藤 英 俊
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 福 士 直 和

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社薬王堂ホールディングスの2024年3月1

日から2025年2月28日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社薬王堂ホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間
の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結
計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求め
られている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並び
に連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切
な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任があ
る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2025年４月11日
株 式 会 社 薬王堂ホールディングス
取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ
仙 台 事 務 所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 後 藤 英 俊
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 福 士 直 和

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社薬王堂ホールディングスの2024

年３月１日から2025年２月28日までの第６期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査
を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類
等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計
算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2024年3月1日から2025年2月28日までの第6期事業年度における取締役の職務の執
行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内

容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等から
その構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとと
もに、下記の方法で監査を実施いたしました。
① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要

な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じ
て説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、代表取締役及び非常勤社外取締役との意見交換会を定
期的に実施するなど意思疎通を図り、本社において業務及び財産の状況を調査いたしました。ま
た、子会社については、子会社の取締役及び監査役等との意思疎通及び情報の交換を図り、必要に
応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則
第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備
している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（１） 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認
めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制
システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認め
られません。
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（２） 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３） 連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年４月21日
株式会社薬王堂ホールディングス 監査等委員会

監査等委員 坂 本 篤
監査等委員 鎌 田 英 樹
監査等委員 片 野 圭 二
監査等委員 滝 浦 のぞみ

（注）監査等委員鎌田英樹、片野圭二及び滝浦のぞみは、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する
社外取締役であります。

以 上
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旭橋

北上川

Ｐ

Ｐ

は駐車場入口

本館駐車場

NEW WING

本館 盛岡駅

マリオス
盛岡市民文化ホール

至 青森

開運橋

至 仙台

フ
ェ
ザ
ン

ホテルメトロポリタン盛岡
新館ニューウィング

見やすいユニバーサル
デザインフォントを
採用しています。

株主総会会場ご案内図
会 場： 岩手県盛岡市盛岡駅前北通２−27

ホテルメトロポリタン盛岡ニューウィング
４階メトロポリタンホール

TEL 019-625-1211

●交通のご案内
■JR盛岡駅より、徒歩で約５分
■東北自動車道・盛岡ICより車で約10分
■花巻空港より、車で約40分
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電子提供措置開始日2025年５月２日

第６回定時株主総会
その他の電子提供措置事項
（交付書面省略事項）

会社の新株予約権等に関する事項
業務の適正を確保するための体制
連結株主資本等変動計算書
連結注記表
株主資本等変動計算書
個別注記表

第６期（2024年３月１日〜2025年２月28日）

株式会社 薬王堂ホールディングス
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会社の新株予約権等に関する事項
（１）当連結会計年度末日における新株予約権等の状況

該当事項はありません。

（２）当連結会計年度中に交付した新株予約権等の状況
該当事項はありません。

業務の適正を確保するための体制
（１）内部統制システム構築に関する基本方針

内部統制システムの整備の状況に関しては、取締役会決議により、次のとおり「内部統制システム構築
に関する基本方針」を定めております。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンス体制に係る規程を制定し、取締役が率先垂範して法令等を遵守するとともに、使用人

の職務の執行が法令や定款に適合することを確保し、法令遵守を企業活動の前提とします。
コンプライアンス体制の推進を組織的かつ永続的に運営するための常設の機関として、代表取締役社長

を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、法令遵守体制の整備と遵守状況の把握を行い、結果を
取締役会に報告する体制を構築します。
また、内部通報制度として、コンプライアンス・ホットラインを設置し、全役職員より法令違反等に関

する相談や通報を受け付ける体制を整備します。
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

稟議規程及び文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体（以下、文書等
という）に適切に記録し、保存します。取締役は、文書管理規程により、常時これらの文書等を閲覧でき
るものとします。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
事業を取り巻く様々なリスクに対応するために「リスク管理規程」を定め、リスク管理体制を整備する

とともに、リスク管理委員会を設置してリスクの分析、評価及び対応状況を定期的に確認し、必要な対策
を講じます。
また、重大事故、災害など緊急を要するリスクが発生した場合は、「リスク管理規程」に基づいて緊急

対策本部を設置し、対策本部長を中心とした情報収集並びに対応策の検討、決定及び実施などにより迅速
に対応する体制を整備します。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、重要事項の決定及び取締役の職務執行の監督を行うため、毎月定例の取締役会を開催しており

ます。
なお、当社グループにおける職務分掌、権限、意思決定その他組織に関する基準を定め、取締役は「業

務分掌規程」、「稟議規程」及び「職務権限規程」等に基づき、迅速かつ効率的な職務執行を行います。
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⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、「関係会社管理規程」に基づき、グループ会社の重要事項及び業務執行状況について、各グル

ープ会社の代表者又は管理統括者より定期的に当社取締役会で報告を受けるなど、業務の適正を確保する
ための体制を整えております。
また、当社のコンプライアンス統括部及びグループ会社の内部監査担当部署は、管理状況及び業務活動

について内部監査を実施し、内部統制システムの整備を図るものとします。
⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項及び他の取締役（監査等委員である取締
役を除く。）からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務の補助については、必要に応じコンプライアンス統括部が担当しております。
監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会の指示に従うものとし、監査等委員会の指示

の実効性を確保することとします。
⑦ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告するための体制並びに当該
報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員は、取締役会やその他の会議に出席し、意見を述べるとともに、その議事録や稟議書等を閲

覧し、説明を求めることができるものとしております。
また、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、法定の事項に加え、全社的に重大な

影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況等をすみやかに報告します。
なお、監査等委員会に報告を行ったことを理由として報告者に対する不利な取扱いを禁止し、周知徹底

します。
⑧ 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他当該職務の執行について
生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員から職務の執行について所要の費用の請求を受けたときは、その費用が当該監査等委員の職

務の執行に必要でないと認められた場合を除き、すみやかに当該費用及びその債務を処理するものとしま
す。

⑨ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員は取締役の職務の執行状況を把握するため、法令で定められた会議のほか、必要に応じて、

重要な会議に出席し意見を述べることができます。
また、監査等委員会は代表取締役、社外取締役、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行うものと

します。
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（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
① コンプライアンス

各部門において自己点検を毎月実施し、コンプライアンス委員会に報告しております。また、取締役会
でその結果を四半期ごとに報告しております。
なお、社内研修や会議体によるコンプライアンスに関する教育の実施、社内広報などによる内部通報制

度の周知を行い、法令及び定款を遵守するための取り組みを継続的に行っております。
② リスクマネジメント

「リスク管理規程」に基づき、リスク管理委員会を年４回開催し、リスクの分析、評価及び対応状況を
確認しております。

③ 内部監査体制
内部監査計画に基づき、業務監査を実施するとともに、監査等委員会及び会計監査人と連携し、業務の

適正化に努めております。
また、財務報告に係る内部統制につきましては、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性を勘案して評

価範囲を決定し、当該財務報告に係るプロセスにおける内部統制の有効性評価を実施しております。

（３）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
① 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社グループは企業行動憲章並びに役職員行動規範に基づく「コンプライアンス規程」及び「反社会的
勢力等対策マニュアル」において、反社会的な団体・個人に対して常に毅然とした態度で臨み、どのよう
な名目であっても、いかなる利益供与も行わず、これらの活動を助長するような行為も一切行わない旨定
め、役職員に周知徹底を図っております。

② 反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社グループは反社会的勢力排除に向けた社内体制として代表取締役社長を最高責任者、コンプライア

ンス担当責任者を統括責任者とし、反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、直ちに警察に届け
出るなど、警察機関、顧問弁護士等と連携して全社的に問題を解決する体制を確立しております。
また、全役職員を対象として反社会的勢力排除の重要性等を教育・研修するとともに、全役職員や取引

先等と反社会的勢力との関係の調査を一定のルールで実施しております。
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連結株主資本等変動計算書
( 2024年３月 １日から)2025年２月28日まで

（単位：百万円）
株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

2024年３月１日残高 100 2,311 31,189 △300 33,300

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △509 △509

親会社株主に
帰属する当期純利益 4,275 4,275

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額
合計 − − 3,765 − 3,765

2025年２月28日残高 100 2,311 34,955 △300 37,066

その他の包括利益累計額
純資産合計その他有価証券

評価差額金
その他の包括利益
累計額合計

2024年３月１日残高 13 13 33,314

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △509

親会社株主に
帰属する当期純利益 4,275

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） △14 △14 △14

連結会計年度中の変動額
合計 △14 △14 3,751

2025年２月28日残高 △0 △0 37,065
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連 結 注 記 表

（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記）
１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 ２社
連結子会社の名称 株式会社薬王堂

Medica株式会社
２．持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。
３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日と連結決算日は一致しております。
４．会計方針に関する事項
（１）重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）

によっております。
市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法によっております。

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商 品

売価還元法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）によ
っております。
ただし、物流センター保管商品及び調剤薬品については総平均法による原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）によっております。
（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取

得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 ３年〜34年
機械及び装置 17年
工具、器具及び備品 ３年〜20年
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② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

（３）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しておりま

す。
③ 店舗閉鎖損失引当金
店舗の閉店に伴い発生する損失に備えるため、合理的に見込まれる閉店関連損失見込額を計上しており

ます。
（４）重要な収益及び費用の計上基準
① 商品の販売に係る収益認識
当社の子会社では、医薬品、化粧品、雑貨、食品等を販売しております。このような商品の販売におい

ては、商品を顧客に引き渡した時点で収益を認識しております。
また、これらのうち受託販売等、当社及び子会社の役割が代理人に該当すると判断した取引については、

顧客から受け取る対価の総額から委託者に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。
なお、対価の受領は、原則、商品を顧客に引き渡した時点で行っており、重要な金融要素の調整は行っ

ておりません。
② 子会社が運営するポイント制度に係る収益認識
当社の子会社が運営するポイント制度に関しては、商品の販売に伴う付与ポイント相当額を履行義務と

して識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行い、
ポイントの使用時及び失効時に収益を認識しております。
③ 他社が運営するポイント制度に係る収益認識
他社が運営するポイント制度に関しては、取引価格から商品の販売に伴う付与ポイント相当額を差し引

いた金額で収益を認識しております。
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（会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りは、連結計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。当

連結会計年度の連結計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌連結会計年度の連結計算
書類に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下のとおりです。
（固定資産の減損）
① 連結計算書類に計上した金額
減損損失 94百万円
有形固定資産 34,241百万円
② 会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小の単位として店舗を基本単位とし、賃貸資産及
び遊休資産については物件ごとに資産のグルーピングをしております。
営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっている店舗及び土地や、土地の時価の下落が著し

い店舗等を減損の兆候がある資産グループとし、回収可能価額が帳簿価額を下回るものについて帳簿価
額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。回収可能価
額の算定は使用価値によっておりますが、割引前将来キャッシュ・フローに基づく評価額がマイナスで
ある場合は、使用価値は零として算定しております。
将来キャッシュ・フローは、過年度実績や外部環境及び内部環境を考慮して作成した、各店舗の予算

計画を基礎としており、当該計画には、販促強化等の各種施策による売上高増加や原価率改善等を主要
な仮定として織り込んでおります。
これらの仮定は、経済環境等の変化によって影響を受ける可能性があり、主要な仮定に見直しが必要

となった場合には、翌連結会計年度の減損損失認識要否の判定及び測定される減損損失の金額に、重要
な影響を及ぼす可能性があります。

（追加情報）
決算日後の法人税等の税率の変更

2025年３月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(令和７年法律第13号)が成立しており、
2026年４月１日以降開始する連結会計年度より防衛特別法人税が課されることとなりました。
これに伴い、2027年３月１日以降開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等につい

ては、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は30.5％から31.2％に変更いたします。
この法定実効税率の変更により当連結会計年度末の一時差異等を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負
債を再計算した場合、繰延税金資産の金額（繰延税金負債を控除した金額）が54百万円増加し、法人税等
調整額は同額増加いたします。

（連結貸借対照表に関する注記）
１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．有形固定資産の減価償却累計額 26,107百万円
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（連結損益計算書に関する注記）
１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．減損損失

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
場所 用途 種類 金額（百万円）

岩手県久慈市 販売設備 建物及び構築物等 ６
山形県東置賜郡川西町 販売設備 建物及び構築物等 38
山形県西村山郡河北町 販売設備 建物及び構築物等 35
福島県伊達郡川俣町 販売設備 建物及び構築物等 15
当社グループはキャッシュ・フローを生み出す最小単位として主として店舗を基本単位としグルーピング

しております。当連結会計年度において、閉店の意思決定を行った店舗、又は営業活動による損益が継続し
てマイナスとなる店舗等において、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別
損失に計上しております。
なお、回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを4.3％で割り引いて算

定しております。
減損損失の内訳は以下のとおりです。

固定資産の種類 金額（百万円）
建物 64
構築物 17
機械及び装置 0
工具、器具及び備品 0
リース資産 11
その他 0
合計 94

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．当連結会計年度の末日における発行済株式の総数

普通株式 19,740,219 株
３．剰余金の配当に関する事項
（１）当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2024年５月23日
定時株主総会 普通株式 509百万円 26円 2024年２月29日 2024年５月24日
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（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

決議 株式の
種類 配当の原資 配当金の

総額
１株
当たり
配当額

基準日 効力発生日

2025年５月27日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 548百万円 28円 2025年２月28日 2025年５月28日

（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金調達については設備投資計画に従って、銀行等金融機関からの借入により資金を調
達しております。

（２）金融商品の内容及びそのリスク
敷金及び保証金は、取引先の信用リスクに晒されております。投資有価証券は全て株式であり、市場価格

の変動リスクに晒されていますが、四半期ごとに時価の把握を行っております。
借入金は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）に係る資金調達であり、変動金利による長

期借入れは行っておりません。なお、これらの債務は支払期日に支払いを実行できなくなるリスク、すなわ
ち流動性リスクに晒されますが、各月ごとに資金計画を適宜見直すことにより、そのリスクを回避しており
ます。

（３）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
敷金及び保証金について、管理部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに

期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っておりま
す。
② 市場リスク（金利や市場価格等の変動リスク）の管理
当社グループは、借入金に係る支払金利の変動リスクを回避するため、長期借入金については固定金利

での調達を行っております。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、また、市況や

取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
③ 資金調達に係る金利リスク及び流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
資金調達時には、金利の変動動向の確認又は他の金融機関との金利比較を行っております。また、各部

署からの報告に基づき財務部門が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などに
より流動性リスクを管理しております。

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す
ることにより、当該価額が変動することがあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似

することから、記載を省略しております。
（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額
(1)投資有価証券(※1)
その他有価証券 4 4 −

(2)敷金及び保証金 3,064 2,708 △355
資産計 3,068 2,713 △355

(1)長期借入金(※2) 14,171 13,840 △330
負債計 14,171 13,840 △330

（※1）市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照
表計上額は以下のとおりであります。

区分 連結貸借対照表計上額
非上場株式 100百万円

（※2）１年内に返済予定の長期借入金を含んでおります。

（注１）金銭債権の決算日後の償還予定額 （単位：百万円）
区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

敷金及び保証金 394 942 744 983

（注２）長期借入金の決算日後の返済予定額 （単位：百万円）
区分 １年以内 １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内

長期借入金 3,158 3,068 2,560 2,110 1,764
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに

分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数利用している場合には、それらのインプットがそれぞれ

属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
（１）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券 4 − − 4

資産計 4 − − 4

（２）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
敷金及び保証金 − 2,708 − 2,708

資産計 − 2,708 − 2,708
長期借入金 − 13,840 − 13,840

負債計 − 13,840 − 13,840
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価
をレベル１の時価に分類しております。

敷金及び保証金
合理的に見積った将来キャッシュ・フローを、国債の利回りで割り引いた現在価値から算定しており、レ

ベル２の時価に分類しております。
長期借入金

元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値によって算
出しており、レベル２の時価に分類しております。
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（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループはドラッグストア事業を主要な事業としており、顧客との契約から生じる収益の内訳は以下の
とおりです。

金額（百万円）
ヘルス 26,204
ビューティ 20,540
ホーム 32,798
フード 72,184
その他 229
顧客との契約から生じる収益 151,957

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「（連結計算書類作成のため

の基本となる重要な事項に関する注記） ４．会計方針に関する事項 （４）重要な収益及び費用の計上基準」
に同一の内容を記載しております。

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計
年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
に関する情報

（１）契約負債の残高等
当連結会計年度（百万円）

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 1,713
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 1,845
契約負債（期首残高） 865
契約負債（期末残高） 937
当社グループにおいて、お買い物の支払いに充当できるポイントを付与するサービスを実施しており、顧

客に付与したポイントについて、サービスを提供する履行義務を充足するまで、契約負債として認識してお
ります。

（２）残存履行義務に配分した取引価格
当社グループは、残存履行義務に配分した取引価格はありません。
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（賃貸等不動産に関する注記）
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（１株当たり情報に関する注記）
１．１株当たり純資産額 1,891円57銭
２．１株当たり当期純利益 218円18銭
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株主資本等変動計算書
( 2024年３月 １日から)2025年２月28日まで

（単位：百万円）
株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他
資本剰余金 資本剰余金合計

2024年３月１日残高 100 25 20,473 20,498

事業年度中の変動額

剰余金の配当

当期純利益
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 − − − −

2025年２月28日残高 100 25 20,473 20,498

株主資本

純資産合計
利益剰余金

自己株式 株主資本
合計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰 余 金

2024年３月１日残高 683 683 △300 20,981 20,981

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △509 △509 △509 △509

当期純利益 582 582 582 582
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 72 72 − 72 72

2025年２月28日残高 756 756 △300 21,054 21,054
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個 別 注 記 表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式

移動平均法による原価法によっております。
２．収益及び費用の計上基準

当社の収益は、子会社への経営指導及び経営管理、並びに関係会社受取配当金となります。経営指導及び経
営管理に関しては、子会社に役務を提供した時点で、履行義務が充足されるため、当該時点で収益を認識して
おります。受取配当金については、配当金の効力発生日において収益を認識しております。なお、対価の受領
は、通常は１年以内で行っており、重要な金融要素の調整は行っておりません。

（貸借対照表に関する注記）
１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 1,942 百万円
長期金銭債権 9,592 百万円
短期金銭債務 7 百万円
合 計 11,543 百万円

（損益計算書に関する注記）
１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．関係会社との取引高

営業取引
営業収益 988 百万円
営業費用 84 百万円

営業取引以外の取引高
受取利息 20 百万円

（株主資本等変動計算書に関する注記）
１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．当事業年度の末日における自己株式の総数

普通株式 145,229 株

― 50 ―

2025年04月16日 13時19分 $FOLDER; 50ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



（税効果会計に関する注記）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（単位：百万円）
繰延税金資産
未払事業税 1
受取配当金 1
繰延税金資産小計 2
評価性引当額 △1
繰延税金資産合計 1

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 34.3 ％
(調整）
受取配当等の益金不算入 △29.7 ％
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.5 ％
住民税均等割等 0.3 ％
その他 △0.2 ％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 5.2 ％
３．決算日後の法人税等の税率の変更

2025年３月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(令和７年法律第13号）が成立しており、2026
年４月１日以降開始する事業年度より防衛特別法人税が課されることとなりました。
これに伴い、2027年３月１日以降開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、

繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は34.3％から34.9％に変更いたします。
この法定実効税率の変更により当事業年度末の一時差異等を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負債を

再計算した場合の差額並びに法人税等調整額に与える影響はありません。

（収益認識に関する注記）
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
個別注記表「（重要な会計方針に係る事項に関する注記） ２．収益及び費用の計上基準」に記載しており

ます。
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（関連当事者との取引に関する注記）

種類 会社等の
名称 所在地

資本金又
は出資金
（百万円）

事業の
内容

議決権等の
所有割合
（％）

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
（百万円） 科目 期末残高

（百万円）

子会社 株式会社
薬王堂

岩手県
矢巾町 300

医薬品・
化粧品・
日用雑貨
等の小売
業

100.0 役員の兼任

経営指導
料の受取 456 売掛金 41

資金の
貸付 11,492

短期
貸付金 1,900

長期
貸付金 9,592

配当金の
受取 532 − −

（注１） 経営指導料については、経営の管理・指導等の対価としての妥当性を勘案し、定められた料率を基
に協議の上契約により決定しております。

（注２） 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

（１株当たり情報に関する注記）
１．１株当たり純資産額 1,074円48銭
２．１株当たり当期純利益 29円71銭
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